
 

 

凡 例  

 

１  各区分に掲載した商品・役務の概要を把握し易いよう「各類に属する商品及び

役務の概要」の項を設け、政令別表及び国際分類の「一般的注釈」を掲載すると

ともに、各区分の冒頭部に国際分類の「類別表」を掲載しています。 

 

２ 本審査基準における商品・役務の掲載順について 

  本審査基準は、原則として、各区分における類似群コードの順に掲載しています。  

 

３ 本審査基準に掲載した商品・役務の表示について 

 本審査基準に掲載した商品・役務の表示は、原則として、省令別表中の表示に基づくと

ころ、用途に基づく表示や機械化システムに対応する表示等の実務上の要請及び省令別表

以外の商品・役務の例示を一部採用しています。 

 

  （例１） 

   ［用途に基づく表示］ 

      省令別表 第７類 電気洗濯機 

      審査基準     業務用電気洗濯機 

                        家庭用電気洗濯機 

   ［機械化システムに対応する表示］ 

      省令別表 第４１類 技芸、スポーツ又は知識の教授 

      審査基準      技芸・スポーツ又は知識の教授 

 

４ 複数の類似商品（役務）群をまとめた包括概念表示については、その範囲を

で囲っています。下記の例２では、「造花の花輪」と「造花（「造花の花

輪」を除く。）」は「造花」に包含されるものとして取り扱っています。 

また、「造花」（２０Ｆ０１ ２１Ｅ０１）と「造花の花輪」（２０Ｆ０１）は互いに

類似するものと推定し、「造花」（２０Ｆ０１ ２１Ｅ０１）と「造花（「造花の花輪」

を除く。）」（２１Ｅ０１）は互いに類似するものと推定します。 

 

５ 類似商品（役務）群をまとめた表示については、その範囲を□（四角カッコ）で囲っ

ています。下記の例２では、「紙製造花（「造花の花輪」を除く。），装飾用造花のリ

ース，布製造花（「造花の花輪」を除く。），プラスチック製造花（「造花の花輪」を

除く。）」は「造花（「造花の花輪」を除く。）」に包含されるものとして取り扱って

います。 

他方、例２で掲載した「アルファベット順一覧表」の「artificial fruit（参考訳：果実

の模造品）」等は、□（四角カッコ）で囲った見出しの商品「造花（「造花の花輪」を

除く。）」に包含されるものとして取り扱っていませんが、「artificial fruit（参考訳：
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果実の模造品）」（２１Ｅ０１）等と「造花（「造花の花輪」を除く。）」（２１Ｅ０

１）とは、互いに類似するものと推定します。 

なお、「造花」（２０Ｆ０１ ２１Ｅ０１）、「造花（「造花の花輪」を除く。）」

（２１Ｅ０１）、「紙製造花（「造花の花輪」を除く。），装飾用造花のリース，布製造

花（「造花の花輪」を除く。），プラスチック製造花（「造花の花輪」を除く。）」（２

１Ｅ０１）、「artificial fruit（参考訳：果実の模造品）」（２１Ｅ０１）等は、２１Ｅ

０１を共通にするものですから、互いに類似するものと推定します。 

 

（例２） 

 

 

 

６ 複数の類似商品（役務）群をまとめた表示については、下記の例３の「清酒，焼酎，

合成清酒，白酒，直し，みりん」のように、その表示が１以上であっても範囲を□

（四角カッコ）で囲っているものがあります。 

項番１の「日本酒」は「清酒」（本審査基準では太字で掲載しています。以下「太

字」といいます。）に、項番２の「泡盛」は「焼酎」（太字）にそれぞれ包含される

ものとして取り扱っています。 
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なお、項番３の「白酒，直し，みりん」（２８Ａ０１）と「合成清酒」（２８Ａ０

１）とは互いに類似するものと推定しますが、「白酒，直し，みりん」は「合成清酒」

に包含されるものとして取り扱っていません。 

 

（例３） 
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７  類似商品・役務審査基準の各類部分の表示の説明（次ページの図中のＡからＭを参照） 

  Ａ 類（区分） 

  Ｂ 国際分類表の類別表（注釈付き） （※１） 

  Ｃ 太字の有無は商品・役務の上下関係を示す。 

  Ｄ 類似商品・役務審査基準の商品・役務の英語訳（参考訳）（※２） 

  Ｅ 類似群コード 

  Ｆ 類似商品・役務審査基準の商品・役務の英語訳と、同一の英語表示が国際分類表「アルファベッ

ト順一覧表」に存在することを示す。 

  Ｇ 国際分類表「アルファベット順一覧表」掲載の商品・サービスに付与されている固有番号 

  Ｈ 国際分類表「アルファベット順一覧表」において当該用語（英語表示）が一般的な用語であって、

他類の商品・サービスの表示にも使用されているときに、＊を付す。 

  Ｉ 過去にＷＩＰＯ国際事務局から商品・サービスの表示に関する欠陥の通報の対象とされた英語訳

であることを示す。（※３） 

  Ｊ □（四角カッコ）で囲った見出しの商品・役務と同一の類に属し、同一の類似群コードが付与

される国際分類表「アルファベット順一覧表」掲載の商品・サービス（参考表示） （※４） 

  Ｋ 同一の類似群コードが付与される商品・役務が［ ］内に表示した他の類に、本審査基準又は国際

分類表「アルファベット順一覧表」掲載の参考表示として存在することを示す。 

  Ｌ 同一の類に属し、上記Ｆ及びＪ以外の参考となる国際分類表「アルファベット順一覧表」掲載の

商品・サービス（参考表示） 

  Ｍ 同一の類の□（四角カッコ）で囲った見出しには存在しない類似群コードを１つでも含む表示

について、♯を付す。 

 

（※１）「類別表」（注釈付き）は、その商品又はサービスが原則として属する類の範囲をおおむね表示したものであり、

「類別表」（注釈付き）の記載をそのまま商品・役務として指定して出願することは原則として適切ではありませんので御

留意ください。 

 

（※２）本審査基準の商品・役務の英語訳はあくまでも参考訳です。英語訳がないものについては、各商品・役務の日本語

に対応する適切な参考訳が掲載できないものです。 

なお、参考訳である本審査基準の商品・役務の英語訳と、国際分類表の「アルファベット順一覧表」に掲載された商品・

サービスの表示とが同一であったとしても、本審査基準上の商品・役務の包括概念及び類似の範囲と、各国の認識は異なる

場合がありますので御留意ください。 

 

（※３）本審査基準の「（注）」の印を付した商品・役務の英語訳（参考訳）は、ＷＩＰＯ国際事務局に「商品及びサー

ビスが分類上極めて不明確である、理解できない、又は語学的に不正確である用語によって国際出願に表示されている」

（標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則 第１３規則（２０２５年１１月１日発

効））と判断された場合、その旨の通報がされることに御留意ください。これらの商品・役務を外国にて指定されたい場

合は、それらの商品・役務に含まれる個々の商品・役務を指定することを検討してください。 

 

（※４）本審査基準に掲載した「アルファベット順一覧表」の商品・サービスは、あくまでも参考表示であり、□（四角

カッコ）で囲った見出しの商品・役務に必ずしも含まれるものではないことに御留意ください。 
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